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地域子ども・子育て支援事業概要 
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１ 利用者支援事業 

 

区  分 内         容 

概  要 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業

等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整

等を実施する。 

実施方法 

【実施場所】 

 身近な場所で日常的に利用でき、かつ相談機能を有する施設や市町村の窓口 

 

【相談員の資格】 

 ・ 医療・教育・保育施設や地域子育て支援事業等に従事することができる者 

 ・ 自治体が実施する研修を修了した者 

 ・ 育児・保育に関する相談指導等の知識・経験を有する地域の子育て事情と社

会資源に精通した市町村が認めた者 

 

【業務内容】 

 ・ 利用者の個別ニーズの把握、情報の集約と提供、相談、利用支援を行い、教

育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援を行う。 

 ・ 関係機関との連絡調整、連携、協働体制のづくりを行い、地域の子育て資源

の育成、地域課題の発見、共有、地域で必要な社会支援の開発に努める。 

 ・ 事業の積極的な公用・啓発活動を行い、利用者に周知を図る。 

 ・ その他 

事業実績  新規事業につき実績なし 
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２ 地域子育て支援拠点事業 

 

区  分 内                容 

概  要 
 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う居場所を開設し、子育てについての

相談、情報提供等を行う。 

実施方法 

 

一般型 連携型 

⑴ 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

⑵ 子育てに関する相談、援助の実施 

⑶ 地域の子育て関連情報の提供 

⑷ 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施 

※ その他、事業類型に応じて選択事業あり 

週３日以上 

１日５時間以上 

週３日以上 

１日３時間以上 

常設の地域子育て支援拠点で実

施 

児童福祉施設、児童福祉事業を実

施する施設で実施 

現状市内２か所 現状市内２か所 

 

 

 

  実績推移                                 単位：人 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

本町児童館      

東児童館      

貫井南児童館      

緑児童館      
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３ 妊婦健康診査 

 

区  分 内            容 

概  要 

 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康

状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に

必要に応じた医学的検査を実施する。 

実施方法 

【対象者】 

 市内に住所を有する妊婦 

 

【周知方法】 

 妊娠届出時に「母と子の保健バッグ」に封入し交付 

 

【実施回数】 

 平成２０年度    ５回 

 平成２１年度以降 １４回 

 

【健診内容】 

１回目限定  …血液型、不規則抗体、梅毒、Ｂ型肝炎、風しん 

２回目以降限定…保健指導、クラミジア抗体、Ｃ型肝炎、経膣超音波、 

Ｂ型溶連菌、ＮＳＴ、ＨＴＬＶ－１抗体 

共通項目   …体重、血圧測定、尿検査、貧血、血糖 

超音波検査  …出産予定日現在３５歳以上の妊婦 

 

【実施場所】 

 都内契約医療機関 

 

 

  実績推移                                 単位：人 

区   分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

妊婦健診 

１回目 
９３６ １，００６ ９８８ ９５１ １，０８８ 

妊婦健診 

２回目 
３，７２７ ９，７３２ １０，９２６ ９，００２ ９，９９２ 

超音波検査 ２４０ １８６ ２５０ ２２５ ２７８ 
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４ 乳児家庭全戸訪問事業 

 

区  分 内      容 

概  要 

 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情報の提

供、乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育に

ついての相談に応じ、助言その他の援助を行う。 

実施方法 

【事業の内容】 

 ⑴ 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談 

 ⑵ 子育て支援に関する情報提供 

 ⑶ 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握 

 ⑷ 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整 

 

【実施方法】 

 保健師等が、生後４か月を迎えるまでの間に１回訪問することを原則とする。 

 訪問後の結果により、支援が必要と判断された家庭に対し、必要に応じて、

個別のケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ、養育支援訪問事業等によ

る支援やその他サービスに適切に結びつける。 

 

 ※ 平成２１年度より事業開始 

 

 

  実績推移                         単位：世帯 

区分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

訪問家庭 ６０４ ９３１ ９９９ ９６０ 
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５ 養育支援訪問事業 

 

区  分 内        容 

概  要 
 養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・

助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する。 

実施方法 

【対象】 

・ 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等の理由により妊娠期

からの継続的な支援を特に必要とする家庭 

 ・ 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイ

ローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭 

 ・ 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐

待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭 

 ・ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した家庭 

 

【実施方法】 

 ・ 子ども家庭支援センター職員が対象家庭を訪問することにより専門的な相

談及び支援を行う。 

 ・ 育児支援ヘルパーの派遣による育児及び家事の援助を行う。 

 

 ※ 平成２４年度より事業開始 

（平成２１年より育児支援ヘルパー派遣事業として実施） 

 

 

  実績推移 

区  分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

派遣世帯 ５世帯 ２１世帯 １７世帯 ２３世帯 

派遣時間 １７２時間 １，１８１時間 １，１８２時間 １，１６６.５時間 
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６ 子育て短期支援事業 

 

区  分 内       容 

概  要 
 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難

となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う。 

実施方法 

【ショートステイ事業】 

 保護者が、家庭養育上の理由、社会的理由、身体上又は精神上の理由等で、当

該児童を一時的に養育が困難となった場合に、施設で短期的（宿泊）に養育する。 

 

【トワイライトステイ事業】 

 保護者が、仕事の他の理由により平日夜間又は休日に不在となり、当該児童を

養育することが困難となった場合に、施設で短期的（夜間）に養育する。 

 

【実施場所（共通）】 

 児童養護施設等 

 

 ※ 本市では、ショートステイ事業のみ実施 

 

 

  実績推移 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

申請数 ５１件 １７件 １９件 ２５件 ３２件 

利用人数 

（延べ） 
５０人 １７人 １８人 ２４人 ３２人 

宿泊数 １３２泊 ７９泊 １０３泊 １２０泊 １２１泊 
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７ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 

区  分 内        容 

概  要 

 乳児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり

等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互

援助活動に関する連絡、調整を行う。 

実施方法 

【対象】 

 依頼会員：市内在住で、原則として生後５７日以上から小学校在学までの児童

と同居している方 

 協力会員：原則として市内在住の２０歳以上で、心身ともに健康で積極的に援

助活動を行うことができる方 

 

【活動内容】 

 ・ 保育所、幼稚園、小学校、学童保育所の開始前・終了後の子どもの預かり 

 ・ 保育施設等への送迎 

 ・ 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事のとき、子どもの預かり 

 ・ 買い物等の外出のとき、子どもの預かり 

 ・ 子どもが軽度の病気の場合や病後のとき、臨時的な子どもの預かりなど 

 

 

  実績推移 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

協力会員 ９９人 １１０人 １２６人 １４２人 １６６人 

依頼会員 ６５４人 ７４２人 ８６７人 ９５８人 １，０６５人 

両方会員 ２８人 ３１人 ３３人 ３９人 ４４人 

活動回数 ３，０９７回 ２，６４７回 ２，４００回 ２，４７０回 ２，９５１回 
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８ 一時預かり事業 

 

区  分 内        容 

概  要 
 家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、保育所

等において児童を一時的に預かる。 

実施方法 

【内容】 

 ① 緊急一時預かり保育 

   保護者の傷病、災害、事故、出産、介護、葬儀等社会的にやむを得ない理由

により、緊急かつ一時的に保育を必要とする時 

 ② 定期利用保育及び非定型的一時預かり保育 

   保護者が断続的又は短時間就労等により、週３日程度保育を必要とする時 

 ③ 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等の理由により、一時的に

保育が必要となる時 

 

【対象】 

 市内在住の就学前児童 

 

【期間（公立保育所）】 

 ① 緊急一時預かり保育           ７日以内又は１日以内 

 ② 定期利用保育及び非定型的一時預かり保育 ３か月以内 

 ③ 私的理由一時預かり保育         １か月当たり２日以内 

 

【実施場所】 

 市立保育所５か所 私立保育所６か所 計１１か所 

 （市立うち３か所、私立うち１か所は緊急一時のみ） 

 （その他、認可外保育施設５か所で定期利用保育事業を実施） 

 

 

  実績推移                                 単位：人 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

緊急一時 ５３０ １，４１１ １，５０５ １，３６９ １，２３１ 

非定型的 ３，６５０ ５，６５６ ６，５１９ ８６１ １，１２０ 

私的理由 ３，０５０ ２，９３６ ３，７２０ ３，５１２ ４，０６７ 

定期利用 － － － ６，８０５ ７，７２４ 

合  計 ７，２３０ １０，００３ １１，７４４ １２，５４７ １４，１４２ 
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９ 延長保育事業 

 

区  分 内        容 

概  要 
 保育所に通う児童について、通常の利用時間以外の時間において、保育を実施

する。 

実施方法 

  

  

 保育所名 開所時間 延長保育時間 

私 

立 

光 明 第 二 

午前７時～午後６時 

午後７時 
ひ な ぎ く 

愛 の 園 午後７時３０分 

し ん あ い 午後８時 

貫 井 
午後７時 

こ む ぎ 

ひ ま わ り 

午後８時 アスクむさし 

小 金 井 

公 

立 
く り の み 

午後７時 

わ か た け 

小 金 井 

さ く ら 

け や き 
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１０ 病児・病後児保育 

 

区  分 内        容 

概  要 

 児童が病気の回復期に至らない場合で当面の症状の急変が認められない場合、

又は、病気の回復期で集団保育が困難な場合で、保護者の勤務等の都合により家

庭で保育を行うことが困難な場合、病院・保育所等に付設された専用スペース等

で、一時的に保育する。 

実施方法 

【事業類型】 

 ① 病児対応型・病後児対応型 

   地域の病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等

において看護師等が一時的に保育する。 

 ② 体調不良児対応型 

   保育中の体調不良児を一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な

対応を行う。 

 ③ 非施設型 

   地域の病児・病後児について、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に

保育する。 

 

 【本市の実施状況】 

   ・病後児保育室（病後児対応型） １か所（平成２４年１１月開所） 

   ・対象不良児対応型       １か所 
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１１ 放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

 

区  分 内        容 

概  要 
 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童に対し、授業の終了

後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業 

実施方法 

【対象】 

 市内に居住する小学校低学年（第１～第３学年。ただし、障がい児は第４学年

まで）で次に該当すること。 

 ① 保護者の就労、疾病等の理由により適切な保育を受けられない児童 

 ② その他、市長が入所を適当と認めた児童 

 

【活動内容】 

 児童の健全な育成を図るための集団づくり、あそび、生活習慣、行事等 

 

 ※ 子ども・子育て支援新制度では対象が小学校就学児童までとなる予定 

 

 

  実績推移（各年４月１日現在）                       単位：人 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

１年生 １８７（１） ２４９（５） ２５４（５） ２２８（５） ２５０（５） 

２年生 ２３３（４） １８７（１） ２５０（６） ２５０（５） ２１１（６） 

３年生 ２３２（２） ２２５（４） １８８    ２２９（６） ２２８（４） 

４年生 ３（３） １（１） ３（３） １（１） ６（６） 

合  計 ６５５（10） ６６２（11） ６９５（14） ７０８（17） ６９５（21） 

 

 ※ （ ）は障がい児数再掲 
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学童保育所の現況                       平成２４年４月１日現在 

施設名 所在地 基準定員 在籍児童数 開設年月日 備考 

たまむし第１   東町 

  ４－２５－７ 

（東小学校） 

６０  ５８（２） 
 昭和 

39年 12月 12日 
東児童館併設 

たまむし第２ ３０  ３３（２） 
平成 

22年 4月 1日 

あかね第１   梶野町 

  ５－７－３３ 

（第三小学校） 

６０ ６９ 
 昭和 

39年 12月 12日 
 

あかね第２ ３０  ４０（２） 
平成 

22年 4月 1日 

ほんちょう 

  本町 

  ５－４－２５ 

（本町小学校） 

６０  ５５（２） 
 昭和 

41 年 12 月 12 日 
本町児童館併設 

さくらなみ第１   本町 

  １－２－１３ 

  （第一小学校） 

６０  ４５（１） 
 昭和 

43 年 10 月 1 日 
 

さくらなみ第２ ５０  ４７（２） 
平成 

24年 4月 1日 

さわらび第１ 貫井南町 

  ３－６－２７ 

  （第四小学校） 

６０  ３６（２） 
 昭和 

44年 4月 1日 
 

さわらび第２ ３０  ２５（１） 
平成 

22年 4月 1日 

たけとんぼ第１   桜町 

  ２－３－６０ 

  （第二小学校） 

５５  ４８（２） 
 昭和 

45 年 4 月 1 日 
 

たけとんぼ第２ ３５  ３３（２） 
平成 

24年 4月 1日 

まえはら第１   前原町 

  ３－３－１６ 

  （前原小学校） 

６０  ３６（２） 
 昭和 

46年 4月 9日 
 

まえはら第２ ３０ ２８ 
平成 

22年 4月 1日 

みどり第１ 緑町 

  ４－１８－２５ 

  （緑小学校） 

６０ ５３ 
昭和 

46年 12月 1日 
緑児童館併設 

みどり第２ ２０  ２７（１） 
平成 

22年 4月 1日 

みなみ 

前原町 

  ２－２－２１ 

  （南小学校） 

６０ ６２ 
昭和 

48年 4月 1日 
 

合 計  ７６０ ６９５（２１）   

（注） 

○ （ ）内は障害児童数の再掲 

 ○ 学童保育事業は、社会福祉法人小金井市社会福祉協議会へ委託していたものを、昭和４６年 

   １０月１日から市の直営とした。 


